
 

■松波第２団地（仮称） 敷地条件図（１：１,０００）   

 

  

 

 

※背景図面は、実際の境界や筆界、権利関係を示すものではありません。 

 

資料②－５ 

至 松波市街地 

消防団分団の詰所機能

は北側に新築された建

物に移転し、解体が進

んでいる。 

児童館は、旧消防団分団詰所跡地

付近に新築される建物に移転す

る。移転後は解体され、西側と一

体的な公園が再整備される予定。 

現在受けている開発許可

では、150 ㎡程度の緑地

とされている。 

整備後も敷地内で同等面

積の緑地を確保する。 

北側の休耕田は、南側のド

ラッグストア敷地より約 1ｍ

標高が低く、高低差は擁壁

で処理されている。 

 

コミュニティバスのバス停は、

令和８年度に廃止を予定してい

る。令和９年度以降、デマンド

タクシーに転換を予定してい

る。 

旧ドラッグストア跡地は、建設時に 

開発許可を受けている。 

都市計画法第 42 条第 1項ただし書き

の許可による予定建築物の変更許可

を行い、復興公営住宅を整備する。 

幅員２ｍ程度の町道であり、 

建築基準法上の道路ではない。 
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